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はじめに

小中一貫教育は、義務教育９年間を一つの教育課程で進めることにより、９年間を見通した段

階的かつ系統的指導が可能となり、学力の向上とともに語学力やコミュニケーション能力、主体

性、積極性、ふるさとや伝統文化を大切にしながら異文化を理解できる力等を育成するために大

変有効であると考えております。

下野市においては、平成20年より8年間、小中連携教育を推進し、学力の向上、中１ギャ

ップの解消、小中学校９年間の一貫した教育を行うことについての教職員への意識付け等、様

々な成果をあげてきたところです。今後は、これらの成果を踏まえて、９年間の一貫した継続

指導を行うという新しい教育システムを導入することにより、さらに充実した質の高い教育を

実現していくことを目指します。

新しい教育システムでは、「学力・体力の向上」、「下野市ならではの教育資源を活かした学

校園の創造」、「学校を中心とした地域コミュニティの活性化」等の実現を、本市の小中一貫

教育が目指す学校像として位置づけます。

特に南河内中学校区においては、教育振興に関する協議会を設置し、関係委員を交えて、

小中一貫教育のありかた等について検討し、その方向性を示してまいります。

以上のことを踏まえ、平成28年７月より南河内中学校区小中一貫教育推進協議会において

検討を重ねた結果、「施設一体型の義務教育学校の創設が望ましい」との結論に至り、平成

29年2月、下野市総合教育会議において義務教育学校の創設が決定いたしました。

この基本構想は、南河内中学校区における義務教育学校の創設にあたり、本市の小中一貫

教育基本方針や義務教育学校の開校に向けて必要となる主な事項等を示したものです。

〈小中一貫教育の位置づけ〉

第二次下野市総合計画

◇将 来 像 『ともに築き未来へつなぐ幸せ実感都市』

◇目 標 「文化を育み、心豊かな人を育て未来につなぐまちづくり」

◇基本施策 将来を担う人づくり

下野市教育大綱・教育振興計画

◆目指すべき姿

『学校・家庭・地域が連携し、地域に開かれた特色ある教育環境づくり』

◆学校教育の目指すべき方向性

「学校適正配置及び小中一貫教育等を推進します」

下野市小中一貫教育
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Ⅰ 下野市の小中一貫教育基本方針

１ 小中一貫教育のねらい

９年間の一貫した継続指導を行うという新しい教育システムを導入することにより、「学

力・体力の向上」、「下野市ならではの教育資源を活かした学校園の創造」、「学校を中心と

した地域コミュニティの活性化」等の実現を目指します。

下野ファミリエ教育活動の推進

〈当たり前のことを当たり前にやる〉

下野市小中一貫教育のねらい

下野市ならではの教育資源を 学校を中心とした地域
学力・体力の向上

活かした学校園の創造 コミュニティの活性化

基礎学力の定 体力の維持向 郷土の歴史や自 様々な体験・ 様々な交流活動による

着による学力 上による心身 然と関わる学習 学習活動等に 人や社会とかかわる力

の向上 の健康維持 活動による豊か よる職業人と （コミュニケーション

な心の育成 しての基礎の 力）の育成

育成
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２ 小中一貫教育のコンセプト

下野市の小中一貫教育は、「学力・体力の向上」、「下野市ならではの教育資源を活かし

た学校園の創造」、「学校を中心とした地域コミュニティの活性化」等の実現のため、

一つ一つの学びや育ちをつなぎます。

学校内において

学校と地域社会において

学校内において

『学びをつなぐ』
「学びをつなぐ」では、小中学校の学習方法や学習内容の継続性を大切にし、家庭学習

においても発達段階に応じた学習を提案します。

『生活をつなぐ』
「生活をつなぐ」では、児童生徒の情報を教職員間で共有し、より良い生活や人間関係

を築こうとする態度を育成するための継続的な指導を行います。

『支援をつなぐ』
「支援をつなぐ」では、児童生徒一人一人のニーズに応じた特別支援教育を行うととも

に、特に特別な支援を必要とする児童生徒については、支援に関する情報の共有・引継ぎ

を確実に行い、指導の充実を図ります。

学びをつなぐ 生活をつなぐ 支援をつなぐ

児童生徒を

つなぐ

教職員を

つなぐ

家庭とつなぐ 地域とつなぐ 社会とつなぐ

９年間の

「学び」や「育ち」を

つなぐ

特色ある教育活動
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『児童生徒をつなぐ』
「児童生徒をつなぐ」では、小学校１年生から中学校３年生までの子どもたちが、児童

生徒会活動や縦割り活動等を通して、互いを高め合います。

『教職員をつなぐ』
「教職員をつなぐ」では、小中学校の教職員が目指す子ども像の具現化を目指して、児

童生徒の情報や指導方法の共有による組織的・機能的な指導や支援を展開します。

学校と地域社会において

『家庭とつなぐ』
「家庭とつなぐ」では、学校からの各種たより等による情報の提供や保護者・家庭との

連携により、発達段階に応じた学習習慣や基本的生活習慣づくりを支援します。

『地域とつなぐ』

「地域とつなぐ」では「学校運営協議会」制度を導入し、コミュニティスクールとして

地域とつながります。

『社会とつなぐ』
「社会とつなぐ」では、小中学校の児童生徒や地域の方々との多様な交流により、人や

社会と関わる力を育成し、自己有用感・自己肯定感の高揚を図ります。

３ 本市における小中一貫教育の学びや育ちの姿

①

②

③

④

⑤

小中学校教職員の連携強化に基づいた、継続性のある発達段階に応じた教育の実践に
よる学力・体力の向上

９年間を見通した児童生徒指導による、いじめの根絶と長期欠席児童生徒数の縮減

ファミリエ下野市民運動・下野市子ども未来プロジェクトの組織的推進による、自ら
進んで人や社会と関わることができる力の育成

ふるさと学習の充実による、郷土の歴史やよさを語れる児童生徒の育成

英語教育・道徳教育・キャリア教育・情報教育等の充実による、広い視野をもった世
界で活躍できる児童生徒の育成
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Ⅱ 南河内中学校区義務教育学校基本構想

１ 学校運営の基本

～地域とともにある学校づくりを進めます～

学校運営協議会制度を導入したコミュニティスクールとして、地域代表者や学識経験者

から構成する学校運営協議会の委員を中心に学校運営に参画していただき、地域の教育力

を活かした学校づくりを展開していきます。

２ 学校教育の理念

「ふるさとを愛し 歴史の上に未来を拓き

夢に羽ばたく 子どもを育てます」

※理念に基づく４つの柱

（１）異年齢交流活動

１年生から９年生という幅広い年齢層での様々な交流活動の中で、上学年の生徒はリー

ダー性を発揮したり下学年児童のサポートをしたりすることで、自己有用感や自己肯定感

を高め、下学年の児童は自身の将来像を上級生に重ねて行動するようになります。

（２）ふるさと学習

本学校区には、奈良時代の仏教施策を担う重要な寺院として位置づけられていた、日本

三戒壇の一つである下野薬師寺跡があります。また、３つの小学校はそれぞれ１４０年以

上の歴史と伝統をもつ学校です。さらに全国でも生息地が２か所しかなく最高ランクの絶

滅危惧種に指定されている「トウサワトラノオ」の保全地もあります。このような郷土の

歴史や伝統文化、自然等について学ぶことで、郷土に誇りをもち、そのよさを語れる児童

生徒を育成します。

（３）英語教育

世界の共通言語である英語の学習を通して、コミュニケーション力や異文化を理解する

力を育成し、児童生徒一人一人の夢を実現する力を身につけさせます。

（４）ＩＣＴ・プログラミング教育

ＩＣＴ機器を適切に活用したり、プログラミング教育を通してコンピュータに意図した

処理を行うように指示したりする能力を培い、将来どのような職業にも必要とされる力で

ある、論理的な思考力や問題解決能力などを育むとともに、ますます進展する情報社会に

適応する力を育成します。
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３ 施設一体型義務教育学校で実現する具体的な姿

施設一体型の義務教育学校であることで、より大きな成果を期待することができる具体的

な姿です。

〈学びをつなぐ〉

○９年間を見通した構造的なカリキュラムに基づいた教育活動の実践

○学力向上、学力の保証（英語教育、コミュニケーション力の充実）

○教科担任制の実現

○情報教育（ＩＣＴ機器）やものづくり教育の充実

〈生活をつなぐ〉

○９年間を貫く児童生徒指導、教育相談の充実

〈支援をつなぐ〉

○一人一人のニーズに応じた特別支援教育の充実

○思いやりの心を育てる道徳教育や人権教育の充実

〈児童生徒をつなぐ〉

○児童生徒会活動の充実、部活動や体力づくりによる体力の保証

〈教職員をつなぐ〉

○チーム学校として、一人一人の専門性を発揮できる職員組織の構築

〈家庭とつなぐ〉

○一貫した学習習慣づくりや生活習慣づくりによる家庭教育力の向上

〈地域とつなぐ〉

○学校運営協議会が核となり、学校と地域が一体となった諸活動の推進

〈社会とつなぐ〉

○地域の方々や異年齢交流活動による、自主性の確立、自己有用感・自己肯定感の高揚

※「小中一貫教育のコンセプト」（Ｐ3）との主な関連を示しています。

４ 義務教育学校の学年段階の区切り

☆学びのステージ

前期課程（１～６年） 後期課程（７～９年）

第Ⅰ期（１～４年） 第Ⅱ期（５～７年） 第Ⅲ期（８～９年）

学びの基礎をつくる時期 学びを広げる時期 自分らしい学びを深める時期

繰り返し学習や具体的な 学んだ基礎をもとに論理的 学習した内容を自分の生き

操作活動を通して、義務教 な思考力や物事を適切に判断 方と関連づけて考え、社会の

育で学ぶ基礎基本を身につ する力を身につけさせます。 中でよりよく生きることがで

けられようにします。 きる自信をはぐくみます。

〈指導形態〉 〈指導形態〉 〈指導形態〉

○学級担任制 ○５・６年：一部教科担任制 ○教科担任制

○ ７年：教科担任制
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５ 義務教育学校施設整備の基本的事項

南河内中学校敷地内に、施設一体型の義務教育学校用校舎を設置します。

（１）校舎整備の構想

職員室を１つとし、６～９年生用の校舎は、現南河内中学校の校舎を大規模改修し活用

します。１～５年生用の校舎は新設します。

（新 設）
旧校舎

大規模改修

現南河内中学校敷地内に新設 現南河内中学校

（１～５年生用） （６～９年生用）

（２）学校規模・教職員組織

平成３４年度の予測児童生徒数を参考に想定した学級数と教職員数です。

［児童生徒数、学級数］ ［教職員数］

学 年 児童生徒数 学級数 役 職 前期 後期 計

１ ６０ ２

２ ８７ ３ １ １

前 ３ ７７ ３ 校長 (小中一貫教育

期 ４ ６９ ２ ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ １) （＋１）

課 ５ ８４ ３

程 ６ ９０ ３ 教頭 １ １ ２

特別支援 ４ ２

計 ４７１ １８ 教員 2１ １６ ３７

後 ７ ８９ ３

期
８ ９９ ３ 養護教諭 １ １ ２

課
９ ６５ ２

程
特別支援 ６ ２ 事務職員 １ １ ２

計 ２５９ １０

合 計 ７３０ ２８ 学校支援員 ３ １ ４

※学級編制基準

１～３年：１学級３５名 合計 ２８ ２０ ４８

４～６年： 〃 ４０名 （＋１）

７～９年： 〃 ３５名
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（３）南河内中学校既存校舎概要

①施設規模

種 別 面 積 備 考（内訳等）

敷地面積 ３４，５３１㎡

教室・特別教室等 ４，９９６㎡

校舎延床面積 ５，４３９㎡ 技術室棟 ２５０㎡

給食室 １９３㎡

校庭面積 １８，７３２㎡

屋内運動場 ２，１６１㎡

②施設内容

普通教室 １５教室

特別教室 １３室

理科室、音楽室、美術室、被服室、コンピュータ室、木工室、金工室、

図書室、他各準備室など

管理諸室 ６室

校長室、職員室、保健室、放送室、印刷室、会議室、相談室など

その他 ２室

給食室、ランチルーム（調理室）

※職員室は新校舎完成後、普通教室に分離

（４）新設する校舎の施設内容

普通教室 １７教室（１～５年教室×３学級、特別支援学級２）

特別教室 １２教室

図書室（１）、理科室（１）、音楽室（１）、ものづくり室（１）、調理室（１）、

メディア室（１）、英語室（１）

理科準備室、音楽準備室、調理準備室、教材室（２）

管理諸室 ８室

校長室、職員室、事務室、会議室（ヒストリールーム）、保健室、更衣室

印刷室、給湯室

その他 エレベーター、昇降口、正面玄関

※体育館は、増床または新設を検討する。

※プールは低学年用プール新設を検討する。

６ 義務教育学校施設整備の基本方針

☆学ぶこと・教えることに魅力を感じる教育環境の整備☆
◇児童生徒の学びと交流の場が充実した学校を目指して

①学力・体力の向上を目指した教育活動のため、多様な学習形態や学習展開に柔軟に対応

できる学習空間と運動施設の整備を図ります。

②快適に学習等ができるとともに、教えやすく活用しやすい施設の整備を図ります。

③１年生から９年生までが、様々な場面で交流することができ、豊かな人間関係づくりが

できる施設の整備を図ります。また、教職員の円滑な交流が図れる空間を充実させます。

④児童生徒一人一人のニーズに応じた特別支援教育の充実を目指した施設の整備を図りま

す。
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７ 施設整備の方向性

（１）児童生徒の健康、ユニバーサルデザインに配慮した学校施設

自然素材を活用し、児童生徒にとって健康面や精神面にやさしい施設とするなど、「学

校保健安全法」の規定による「学校環境衛生基準」に基づき、児童生徒の健康に配慮した

建物とするほか、国の「学校施設バリアフリー化推進指針」等に配慮し、段差解消、手す

りの設置、通路の幅員の確保など学校施設のバリアフリー整備を検討します。

また、インクルーシブ教育を視野に入れ、ユニバーサルデザイン等、「障害者差別解消

法」により求められる合理的配慮にも留意した学校施設のあり方を検討していきます。

（２）安全・安心に配慮した校舎整備

児童生徒が安心して学校生活を送れるよう、地域の実情を踏まえた上で、自然災害に強

く、防犯に配慮した校舎・施設の整備を検討します。

また、児童生徒の通学時、スクールバス、自転車、徒歩等、敷地内での安全が図れるよ

う配慮します。

（３）地球環境に配慮した校舎整備

ＬＥＤ照明を採用するなど、エネルギー消費を縮減するとともに、自然環境への負荷の

少ない施設とします。

また、環境教育の推進とあわせ、断熱性の高い窓ガラスの使用等を検討していきます。

（４）維持管理しやすい校舎整備

維持管理のしやすい素材や空間形状、更新・変更の容易な建築設備や故障しにくい機器

設備とし、維持管理費用の低減や施設・設備の長寿命化に配慮します。

また、防犯面においても管理しやすい設備となるよう配慮します。

（５）地域との連携及び防災拠点としての防災機能の整備

地域との連携が図れるような空間を充実させるとともに、地域の防災拠点の一つとして

の機能や避難所としての役割を考慮し、施設・設備の安全性に配慮した施設の整備を検討

します。

（６）学校施設の多機能化と他の公共施設との複合化

学校運営に保護者や地域住民の力を生かすことにより児童生徒が抱える課題を解決し、

かつ質の高い学校教育の提供を実現するため、学校施設の多機能化と他の公共施設との複

合化を地域の実情を踏まえた上で検討していきます。

学校と市立図書館、市の体育施設や歴史文化施設等との複合化にあたっては、施設間の

相互利用や共同利用等による学習・生活環境の高機能化、多機能化に寄与することや、児

童生徒の学習と生活に支障のないことを考慮して計画します。
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８ 開校に向けた準備体制

南河内中学校区小中一貫教育推進協議会

義務教育学校設立準備委員会 部会で検討された事項の承認と助言 各部会代表 市教委
全体総括など

＜地域・保護者・学校関係者による部会＞

総務部会 ・学校名称、校章、校歌、校旗、制服、記念式典など

給食検討部会 ・給食の運営、給食センター設立の検討など

スクールバス運行 ・スクールバスの運行に関する検討（運行経路）など
管理部会

ＰＴＡ活動、 ・ＰＴＡ組織の統合、規約等の整備、予算編成、事業内容など
伝統保存検討部会 ・３つの小学校と、１つの中学校の伝統の保存方法の検討など

＜教職員・学校関係者による部会＞

・教育理念、学校教育目標、重点目標 校長 教頭
学校経営・事務 ・予算編成に関すること 事務主任 など
部会 ・備品の活用計画（廃棄含む）

・備品、設備等準備計画 など

・教育課程、日課表、時間割、年間行事計画 教務主任
（学校行事の精選） 学習指導主任 など
・特色ある教育活動の検討

学力向上部会 ・ICT活用やプログラミング教育についての検討など
・ものづくり、地域伝統、ふるさと学習に関する検討
・総合的な学習の時間の検討、学習のきまり
・道徳教育に関すること
・人権教育に関すること
・学校図書(蔵書)の整備、レイアウトの検討 など

・児童生徒の指導情報の共有に関すること 児童生徒指導主任

児童生徒指導
・校則（生徒心得）、生活のきまり 養護教諭

体力健康部会
・健康診断関係データ管理、保健室運営に関すること 栄養教諭・栄養職員
・体力向上に関すること など
・給食に関すること など

特別支援教育 ・特別支援学級に関すること 特別支援教育担当者
部会 ・通級指導教室に関すること など

・特別支援教育用備品の活用計画 など

・部活動の整理、部活動の活動場所確保 特別活動主任
特別活動部会 ・クラブ活動の整理、生徒会活動の検討 部活動担当

・キャリア教育、進路指導に関すること など
・異学年交流に関すること など

・通学路の安全管理に関すること 地域連携教員
学校安全 ・校地内外の環境緑化に関すること 安全教育担当 など
地域連携部会 ・家庭教育学級に関すること

・ＰＴＡ関連行事に関すること など
※全ての部会に市教委


